
  

第二部  各論
第五章  医療保険
第一節  国民皆保険体制の確立

わが国の医療保険は、会社、工場などに雇用されている者を対象とする健康保険、国家公務員や地方公
務員などを対象とする各種共済組合、日雇労働者を対象とする日雇労働者健康保険などのいわゆる被用
者保険と、農民や自営業者などを対象とする国民健康保険に大別される。疾病にかかつた場合、国民の
すべてがこれらのいずれかの医療保険によつて医療の給付を受けることができるようにするいわゆる医
療の皆保険計画が、昭和三二年度を初年度として四か年計画で進められてきたことは周知のとおりであ
るが、この計画の完結した三六年三月末における医療保険の適用状況は第五-一表のとおりである。すな
わち、全医療保険の加入者は、総数九、一八四万人、前年度末に比べて八九五万人の増加であり、その
総人口に対する普及率は九七・八七%(前年度八八・七〇%)となつている。ちなみに、未適用人口約二〇
〇万人は、生活保護法の被保護者、国立らい療養所、児童福祉施設その他の施設収容者であつて、法律
上国民健康保険の適用を除外されているものであるから、国民皆保険計画は当初の目的を達成し、いま
や医療の国民皆保険の状態が実現したということができるのである。

第5-1表 医療保険の制度別適用状況および普及状況(35年度末現在)
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国民皆保険体制を迎えて、わが国の医療保険はその普及の段階を終わり、新たに内容充実の段階にはい
ることとなつたが、国民に医療を名実ともに保障するためには、なおなすべきことは多い。

以下、国民健康保険をはじめ、被用者保険たる健康保険、日雇労働者健康保険および船員保険について
その現状を述べ、最後に医療費問題をとり上げることにする。
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第二部  各論
第五章  医療保険
第二節  国民健康保険
一  普及状況

昭和三二年度を初年度とする国民皆保険四か年計画は、全国市町村に国民健康保険を普及し、これまで
被用者保険の適用を受けられなかつた農民、漁民、自営業者などの一般国民に対して、医療保険を適用
することを主眼とするものであつたが、この計画は着実な進展をみせ、三六年四月一日にはほぼ所期の
目的を達することができた。

すなわち、三六年四月一日現在の保険者数は、第五-二表のとおりであり、国民健康保険実施市町村数は
三、五〇八で、全国市町村数三、五一三の九九・八六%にあたる。なお、ここにまだ実施していない町
村が数か町村みられるが、これは奄美大島にある町村で、医療機関が存在しないため、国民健康保険を
実施することが著しく困難な区域として特例の認められている町村である。

第5-2表 国民健康保険の保険者数の推移

次に、被保険者数は、約四、八五〇万人で、三五年三月末に比べ約五〇〇万人の増加となつている(第五-
一図 参照)。

第5-1図 国民健康保険被保険者数の推移
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第二部  各論
第五章  医療保険
第二節  国民健康保険
二  保険給付

国民健康保険の保険給付には、法律が給付の種類、内容を定めて、保険者にこれを行なうことを義務ず
けているもの(法定給付)と、給付を行なうかどうか、どんな内容の給付を行なうかを保険者に任せている
もの(附加給付)がある。前者には、病気やけがをした場合の療養の給付(または療養費の支給)、出産の場
合の助産費の支給(または助産の給付)および死亡の場合の葬祭費の支給(または葬祭の給付)があり、後者
にはほ育手当金の支給などがある。

次に、保険給付額は、国民健康保険を実施する市町村の増加と被保険者数の増加に伴つて年々増加の一
途をたどり、昭和三五年度においては総額一、一八八億円にのぼつており、そのうち大部分を占めるの
は、療養の給付と療養費の支給(以下「医療給付」という。)であるが、この医療給付は、その給付範囲、
給付率とも健康保険などの被用者保険と比べて水準が低い。まず、給付の範囲については、往診、歯科
診療における補てつ、入院の際の給食、寝具設備の給付は、当分の間、行なわなくてよいとされている
ため、これらの給付の制限を行なつている保険者が少なくない。三六年四月一日現在における給付範囲
の制限の状況は第五-三表に示すとおりであるが、保険者が市町村であるものについてみると、まつたく
制限をつけていないものは二、三八一で全体の六八%、四つ全部制限しているものは八六で全体の二・
五%であり、これを前年五月末と比べてみると、制限のないものは三倍以上に増加し、一方、四つを全
部制限しているものは三分の一以下に減つており、給付範囲の改善向上の跡は明らかであるが、被用者
保険と比べるとまだ相当の開きがある。次に、給付率の状況は第五-四表に示すとおりであるが、これも
市町村が保険者である場合についてみると、給付率が最低の五〇%であるものが全体の九三・五%を占
め、前年五月末の九七・三%からやや減少したとはいえ、まだ圧倒的に多く、この点についても被用者
保険との差は大きい。市町村間の給付内容の相違をみると、やはり財政能力の大きい大都市になるほど
充実しているが、その周辺の市町村が大都市の水準に合わせるべく給付内容を高めていく傾向がある点
が注意をひく。なお、国民健康保険組合が保険者である場合は、その給付内容は、市町村に比べてはる
かにまさつている。

第5-3表 給付範囲の制限の状況
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第5-4表 医療給付の給付率の状況

次に、国民健康保険の医療給付に関する指標を、受診率、被保険者一人当たり医療給付費、診療一件当
たり金額についてみると、 第五-五表のとおりそろつて年々上昇を示しており(これは大都市における給
付の向上が大きな原因となつているものと思われる。)、上昇率も三三年度以来一定してきているが、被
用者保険における医療給付に関する指標と比較すると、すべての点において被用者保険の水準に達して
いない。この原因としては、国民健康保険の被保険者には所得の低い階層が比較的多いため、一部負担
金が重荷となつて保険をじゆうぶん利用できないこと、医療機関の普及していない地域またはその利用
に不便な地区があることなどがおもなものとしてあげられよう。また、主要疾病給付の状況を三五年五
月の国民健康保険給付実態調査によつてみると、入院では結核が最も多く、件数で一八・一%、点数で
二三・一%を占めており、そのほか消化器系疾患、精神病、悪性新生物、性泌尿器系疾患なども多い。
入院外では感冒などの呼吸器系疾患が多くなつている。
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第5-5表 国民健康保険受診率などの推移

次に、助産費の支給(または助産の給付)を行なつている保険者は、三六年七月末において三、五七二で、
その支給額は一件一、〇〇〇円から一、五〇〇円までのものが一番多い。また、葬祭費の支給(または葬
祭の給付)を行なつている保険者は、三六年七月末において三、四〇二で、その支給額は一件一、〇〇〇
円から二、〇〇〇円までのものが最も多い。助産費、葬祭費とも少額であるが、年ごとに漸増して行く
傾向が見られる。ちなみに、助産費として、一、〇〇〇円未満の額を支給していたものの全保険者に対
する比率は、三三年度は四六%、三四年度は三六%、三五年度は二二%であり、二、〇〇〇円以上を支給
していたものの比率は、三三年度は一・四%、三四年度は一・九%、三十五年度は三・八%となつてい
る。また、葬祭費についてもこれとほぼ同様の傾向が現われている。
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第二部  各論
第五章  医療保険
第二節  国民健康保険
三  保健施設

国民健康保険の保険者は、保険給付または被保険者の健康の保持増進のために必要な施設を設けたり、
保健活動を行なつている。この保健施設のうち最も重要なものは、いわゆる直営診療施設の設置経営
と、主として保健婦による各種の保健サービスである。

直営診療施設(病院・診療所)は、被保険者に対する医療給付と疾病の予防活動を行なうものとして重要な
役割を果たしているとともに、他面農山漁村のへき地における医療の普及を促進するうえに欠くことの
できない存在となつている。昭和三六年四月一日現在全国に二、八三四の施設があり、うち病院は五一
七か所、診療所は二、三一七か所となつている。

保健サービスは、伝染病、寄生虫病などの疾病の予防活動、食生活や環境衛生の改善、健康診断、衛生
教育などきわめて多岐にわたつている。この保健サービスの推進母体は保健婦であるが、三六年四月一
日現在この仕事に従事している保健婦の数は五、三六三人で、保健婦を設置している保険者の数は二、
三五〇である。

これらの保健施設は、国民健康保健事業の一環として、地域的な特殊事情に応じて、住民の健康の増進
や疾病の予防、治療にきわめて重要な位置を占めるものであるばかりでなく、国民健康保険の医療費の
合理的な節減にも資するものであるので、今後とも公衆衛生行政や医療制度との調整を図りながら大い
にその進展を期する必要がある。
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第二部  各論
第五章  医療保険
第二節  国民健康保険
四  保険財政

国民健康保険の財政は、保険料、療養給付費国庫補助金、財政調整交付金、事務費などに対する国庫補
助金、都道府県の補助金や市町村の一般会計からの繰入金などによつてまかなわれている。

最近における国民健康保険財政の状況を示すと第五-六表のとおりで、全般的にみれば逐年かなり好転し
つつあることを示している。しかしこれを保険者別にみると、昭和三四年度の決算において赤字となつ
ている保険者が五六六、全保険者の一七%にも及んでいることに注意しなければならない。

第5-6表 国民健康保険の財政状況
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第二部  各論
第五章  医療保険
第二節  国民健康保険
四  保険財政
(一)  保険料(または国民健康保険税)

国民健康保険における保険料または国民健康保険税(いずれにするかは保険者の任意であり、保険者の九
〇%は保険税によつている。)は、各保険者の条例か規約で定められることになつているが、原則として
所得の大小に応じて割り当てる額、資産の多寡に応じて割り当てる額、被保険者の数に応じて割り当て
る額、世帯別に平等に割り当てる額をそれぞれ合計した額を標準として賦課される。

昭和三五年における一世帯当たり調定額は三、八一六円、被保険者一人当たり調定額は八七八円で前年
に比しかなりの増加を示している。一方、保険料の収納率は三五年度九二・九%で、前年より〇・六%の
上昇となつているが、保険財政の健全化を図るため、さらに一層の努力が必要であろう(第五-七表参
照)。

第5-7表 被保険者1人当たりおよび1世帯当たり保険料(税)
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第二部  各論
第五章  医療保険
第二節  国民健康保険
四  保険財政
(二)  国庫負担など

国民健康保険における国庫負担は、被用者保険と異なり保険料の事業主負担がないこと、被保険者の保
険料負担能力が全般的に低いためその財政基盤が強固でないことなどの実情を考慮するとともに、医療
保障に対する国の責任を果たすための措置として行なわれるものである。国庫負担金(または国庫補助金)
は、療養給付費に関するものと事務費などに関するものに大別され、さらに前者は各保険者に一率に交
付される療養給付費国庫負担金と保険財政の状況を勘案して決定される財政調整交付金に分かれる。ま
ず、療養給付費国庫負担金は、従来療養給付費の一〇分の二に相当する額が交付されてきたが、昭和三
六年一〇月からは世帯主の結核、精神病に関する療養給付費の部分については、後述のとおり、特に厚
い国庫補助(補助率一〇〇分の三六)を行なうこととなつた。財政調整交付金の総額は、市町村の療養給付
見込額の一〇〇分の五に相当する額とされている。また、事務費についてはその全額、直営診療施設の
設置費や保健婦の設置費についてはその三分の一の国庫補助が行なわれている。このうち、事務費補助
金については、従来実情よりかなり低額に定められていたきらいがあり、関係方面からその増額が強く
要望されてきたが、被保険者一人当たりの補助金は、三五年度の九〇円から三六年度には一一〇円に引
き上げられ、この面で大幅な改善がみられた。このほか、各都道府県からの補助、市町村の一般会計か
らの繰入れなども行なわれているが、これらの財政援助の一人当たりの金額の推移は第五-八表のとおり
となつている。三五年度を三四年度と対比すると、都道府県の補助額が三倍に増加しているのに対し、
市町村の一般会計繰入金が漸減していることが注目される。

第5-8表 被保険者1人当たりの国庫補助金などの額
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第二部  各論
第五章  医療保険
第二節  国民健康保険
五  制度の改正

国民皆保険達成後の最大の課題は、いうまでもなく各種医療保険相互間に存在する不均衡の是正であ
る。ところで、国民健康保険はその全国普及が実現したが、前述したとおり、事業の基盤はなお薄弱で
あり、また給付内容も、健康保険などの被用者保険と比較した場合、いまなお大きな開きがみられる。
さらに、国民健康保険の被保険者には、いわゆる低所得階層に属する者が多いため、療養の給付を受け
る場合の五割の一部負担金が相当大きな負担になる世帯が少なくない。特に、世帯の生計中心者が、結
核とか精神病のように、長期にわたり、かつ医療費も多額にのぼる疾病にかかつた場合は、その家計に
与える影響は多大であり、そのために、必要な医療さえ受けられなくなる場合が考えられる。

そこで、政府としては、国民健康保険制度充実の第一段階として、世帯主が結核または精神病にかかつ
た場合の給付率を引き上げることとし、国民健康保険法の一部を改正する法律案を第三八回国会に提案
した。この法案は、本年五月二六日成立をみたが、これにより世帯主が結核性疾病もしくは精神障害ま
たはこれに起因する疾病もしくは負傷について保険給付を受ける場合の一部負担金の割合は、一〇分の
五から一〇分の三に引き下げられ、これに伴つて増加する保険者負担額(一〇分の二相当分)は、国が負担
または補助することとなつた。ちなみに、この改正は、三六年一〇月一日から施行された。

かくて、国民健康保険の給付内容も一歩被用者保険の給付内容に近づいたわけであり、次の段階として
は、世帯主以外の被保険者の結核、精神病についての給付率の引き上げ、世帯主の一般疾病についての
給付率の引き上げなど種々の方法が考えられるが、世帯主以外の被保険者についての給付率引き上げ
は、被用者保険家族の給付率との均衡の問題があり、社会保険の総合調整にも関連するので、明年度に
おいては、さしあたり現状において実現可能な世帯主の一般疾病についての給付率の引き上げを検討中
である。けだし、世帯主が生計中心者であることからいつて、この措置をとることは、被保険者世帯の
経済負担の軽減に最も効果的であると考えられるからである。

また、明年度において、国民健康保険財政の健全化を図るために、療養給付費の国庫負担率を現行の二
割から二割五分に引き上げることも検討中である。これは最近の医療費の上昇傾向と国民健康保険被保
険者の経済力の乏しさから国民健康保険財政を維持することがきわめて困難になつてきている実情にか
んがみ、国民皆保険体制の下における今後の国民健康保険の円滑な運営を確保する国の責任上、国庫負
担の強化措置を採ることが必要と考えられるからである。なお、この点については、第三八回国会にお
ける国民健康保険法の一部改正に際してその必要性が強調されたところであつたが、さらに第三九回臨
時国会においても、衆参両院の社会労働委員会でその実現についての決議が行なわれている。
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第二部  各論
第五章  医療保険
第三節  健康保険

健康保険は、製造業その他法律で定める一定種類の事業所で常時五人以上の労働者を使用しているもの
に適用される。保険者には政府と健康保険組合があつて、健康保険組合は、被保険者数が常時三〇〇人
以上(実際おおむね一、〇〇〇人以上)の事業所について設立を認可し、厚生大臣の監督のもとに保険事業
の運営を行なうものであり、健康保険組合の対象とならない事業所については、政府が保険者となつて
保険事業の運営を行なつている。
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第二部  各論
第五章  医療保険
第三節  健康保険
一  適用状況

昭和三六年三月末現在における健康保険の被保険者数は、政府管掌健康保険においては約八九〇万人
で、前年度末に比べ約九四万人、一・一四%の増加となつている。最近五年間の推移を種類別にみる
と第五-九表のとおりであり、強制被保険者数の伸びがおおむね一〇%前後であるのに対し、主として零
細企業の従業員である任意包括被保険者が、絶対数からみればわずかではあるが、年々二〇%をこえる
伸びを示しているのが目だつ。また、組合管掌健康保険の被保険者数は、約五〇五万人で、前年度に比
し約五五万人、比率にして一二・三の増加となつている(第五-一〇表参照。)

第5-9表 政府管掌健康保険被保険者数などの推移

第5-10表 組合管掌健康保険被保険者数などの推移
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三六年三月末の適用事業所は、政府管掌健康保険において、三八万二、七八二、組合管掌保険において
四万四、六五三で、前年度に比べ、政府管掌は、約三万四、〇〇〇、組合管掌は四、三〇一の増という
ことになつている。なお、健康保険組合の数は、三六年三月末には一、〇九一で、前年度に比して四五
の増加となつており、一組合当たり被保険者数は、四、六二五人(前年度末四、二九八人)である。
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第二部  各論
第五章  医療保険
第三節  健康保険
二  保険給付

保険給付としては、現物給付として行なわれる療養の給付(病院や診療所における診療、薬剤の支給、看
護などの医療サービスの現物給付)と、療養費、傷病手当金、分べん費、埋葬料などの現金給付とがあ
る。

政府管掌

昭和三五年度における政府管掌健康保険の保険給付費総額(決定額)は、第五-一一表に示すとおり、八七
三億八、八七三万円で、三四年度に比べ、一一三億三、八四五万円、一四・一%の増となつている。全
保険給付のうち最も大きな比重を占めるのは医療給付費(診療費と療養諸費)で、約七五八億円(対前年度
一七・三%増)、その全保険給付に占める割合は八六・七%に達し、この割合は年々増加の傾向にある。
ちなみに、被保険者一人当たりの医療給付費は、八、七八九円で、前年度八、五九一円に比べ、二・
三%の増加となつている。傷病手当金、出産手当金などの現金給付費(療養費払にかかるものを除く。)は
一一五億八、五四二万円で、被保険者一人当たりの額は、一、三四三円である。

第5-11表 政府管掌健康保険給付費(決定額)の推移

政府管掌健康保険及び組合管掌健康保険の診療に関する指標は、第五-一二表から第一四表までに示すと
おりであつて、受診率は、入院を除いて増加の傾向にあり、特に歯科について著しく、一人当たり医療
給付費と診療一件当たり金額は、全般的に漸増の傾向にある。

第5-12表 健康保険における受診率の推移
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第5-13表 健康保険における被保険者および被扶養者1人当たり医療給付費の推移

第5-14表 健康保険における診療1件当たり金額の推移

組合管掌
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三五年度における組合管掌健康保険における給付費総額(決定額)は、第五-一五表のとおり、六〇九億
七、四一七万円で、前年度に比し七二億六一五万円、一三・四%の増加である。組合管掌においても、
医療費は給付費のうち最も大きく、四六二億四、三〇三万円、七五・八%(前年度七五・一%)となつてい
る。なお、健康保険組合においては、政府管掌健康保険で行なわれる保険給付のほかに、附加給付とし
て傷病手当金の支給期間の延長、家族療養附加金の支給などが行なわれているが、この附加給付を行な
つている組合数は三六年三月末現在一、〇六〇、附加給付費総額は、七五億六、一三五万円であつて、
その全給付費に対する割合は、一二・四%(前年度一二・〇%)となつている。

第5-15表 組合管掌健康保険給付費(決定額)の推移

組合管掌健康保険の診療に関する指標は、第五-一二表から 第五-一四表までのとおりであつて、受診率
については、歯科の増加傾向と被保険者入院の減少傾向が目だち、一人当たり医療給付費と診療一件当
たり金額は、政府管掌健康保険と同様に漸増の傾向にある。
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第二部  各論
第五章  医療保険
第三節  健康保険
三  保険料

健康保険の保険料は、被保険者の「標準報酬月額」(事務処理の便宜上、各被保険者の実際の報酬額をそ
れぞれいくつかの等級に区分した仮定的な報酬額である。)に保険料率を乗じて算定される。政府管掌健
康保険における標準報酬月額の平均は昭和三六年三月末現在一万五、〇一二円で、前年同期に比べ九八
七円の増加となつている。保険料率は、従来一、〇〇〇分の六五であつたが、保険財政の好転に伴つ
て、三五年三月から一、〇〇〇分の六三に引き下げられ、これを事業主と被保険者が折半負担すること
となつている。ちなみに、三五年度における被保険者一人当たり保険料(調定額)は、一万一、四八二円
で、前年度に比べ一九八円の増となつている。

組合管掌健康保険における標準報酬月額の平均は、三六年三月末において、二万二、一五七円であり、
前年同期に比べ八八七円の増となつている。これは、前述の政府管掌健康保険に比較して七、一四二円
(四七・六%)高い。保険料率は、一、〇〇〇分の三〇から八〇までの間で組合が定めることになつている
ので一律ではないが、三六年三月末における全組合の平均は、一、〇〇〇分の六四・二三で、その負担
割合は、事業主六一、〇六、被保険者三八・九四%となつている。三五年度における被保険者一人当た
り保険料(調定額)は、一万六、五五四円(概数)であり、政府管掌健康保険に比べて五、〇七二円高い。
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第二部  各論
第五章  医療保険
第三節  健康保険
四  国庫負担など

政府管掌健康保険については、国庫は事務費の全額を負担するほか、保険給付費の一部を補助すること
となつている。給付費についての補助は、昭和三一年度以来行なわれ、三一年度においては三〇億円の
国の一般会計からの繰り入れが行なわれたが、以来漸次減少し、三五年度は五億円の繰り入れにとどま
つた。ちなみに、三六年度は、後述の医療費改訂増を見込み八億円が計上されている。

一方、健康保険組合に対する国庫補助には、事務費に対する負担と保険給付に対する補助とがある。前
者は、三六年度予算で七億四二〇万円、後者は、三五年度において一億円が計上されたが、三六年度に
おいては二億五、〇〇〇万円が計上されている。

  

(C)COPYRIGHT Ministry of Health , Labour and Welfare

厚生白書（昭和36年度版）



  

第二部  各論
第五章  医療保険
第三節  健康保険
五  制度の改正

健康保険法および船員保険法の一部を改正する法律が第三八回国会において成立し、三六年六月一五日
から施行されることとなつた。

この改正の内容は、まず第一に分べん費および配偶者分べん費に関するもので、これまで被保険者が分
べんしたときは、分べん費として標準報酬月額の半額に相当する額(健康保険は一、五〇〇円(船員保険は
二、五〇〇円)が最低となる。)が、扶養者である配偶者が分べんしたときは、配偶者分べん費として、
一、〇〇〇円がそれぞれ支給されていたが、これを引き上げて、前者については半額に相当する額が
六、〇〇〇円に満たない場合はこれを六、〇〇〇円に、後者については一律三、〇〇〇円にすることと
した。改正の第二は育児手当金に関するもので、これまで被保険者またはその被扶養者である配偶者が
分べん後、その出生児を育てた時は、引き続き六か月間保育期間一月につき二〇〇円が支給されていた
が、今回の改正により、右の場合には、一時金として二、〇〇〇円が支給されることとなつた。
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第二部  各論
第五章  医療保険
第四節  日雇労働者健康保険

日雇労働者健康保険は、日雇労働者などの短期雇用労働者を対象とし、療養の給付、傷病手当金、分べ
ん費の支給などの保険給付を行なう制度であり、政府が管掌する。
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第二部  各論
第五章  医療保険
第四節  日雇労働者健康保険
一  適用状況

昭和三六年三月末における日雇労働者健康保険の適用状況は、第五-一六表のとおりであり、事業所数四
万六、九五九、被保険者数八九万、六五五人(推定)であつて、被保険者数は若干であるが減少している。

第5-16表 日雇労働者健康保険適用状況の推移
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第二部  各論
第五章  医療保険
第四節  日雇労働者健康保険
二  保険給付

昭和三五年度の保険給付費総額(決定額)は、六九億六、六三六万円で、前年度に比し、八億六、六〇〇万
円、一四・二%の増となつている。このうち医療給付費は六七億七、九二六万円で、給付費総額の九
七・三%を占め、傷病手当金の給付額は、一億三、二六五万円となつている。なお、日雇労働者健康保
険の診療に関する指標は、第五-一七表から第五-一九表までのとおりであり、受診率、一人当たり医療給
付費、一件当たり金額いずれも漸増の傾向にある。

第5-17表 日雇労働者健康保険における受診率の推移

第5-18表 日雇労働者健康保険における診療1件当たり金額の推移

第5-19表 日雇労働者健康保険における被保険者および被扶養者1人当たり医療給付費
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第二部  各論
第五章  医療保険
第四節  日雇労働者健康保険
三  保険財政

日雇労働者健康保険の保険財政は、保険料と国庫負担によつてまかなわれているが、昭和三一年度から
財政収支に不均衡をきたし、以後再三にわたつて保険料や国庫負担率の引き上げが行なわれているにも
かかわらず、三四年度においては一億二、五〇〇万円を積立金から受け入れてもなお一億七、九〇〇万
円の支払未済を生じ、三五年度には、三億六、四〇〇万円の支払未済を生ずるにいたつた。このような
収支の不均衡を生ずる原因としては、給付内容の改善による給付費の増大も考えられるが、根本的に
は、被保険者層が日雇労働者という比較的低い賃金の階層によつて構成されているため、あまり多額の
保険料を期待することができず、そのうえ、保険料のしくみが健康保険などと異なり、賃金比例方式で
はなく定額制をとつているため、賃金水準の上昇に応じて保険収入が増加するようなことがなく、ほぼ
固定していることによると考えられる。ちなみに、三一年度以降の被保険者一人当たり保険料と保険給
付費をみると第五-二図のとおりであつて、両者の開きは年々拡大の傾向にあり、三五年度においては、
保険料は給付費の六〇%を占めているにすぎない。

第5-2図 日雇労働者健康保険における被保険者1人当たり保険料および保険給付費の推移
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第二部  各論
第五章  医療保険
第四節  日雇労働者健康保険
四  制度の改正

保険財政が右のような事情にあるため、日雇労働者健康保険の給付改善は容易に行ないえないが、給付
内容をいつまでも低いままに放置しておくことは、社会保障充実の見地からも、他の医療保険との均衡
の点からも好ましくないので、三六年度においては、事情のゆるす範囲で制度の改善を行なうことと
し、政府は第三八回国会に日雇労働者健康保険法の一部を改正する法律を提出した。この法律案は、衆
議院において保険料などに関する一部修正が行なわれた後、三六年六月成立したが、その内容は、おお
むね次のとおりである。

(1) 保険料日額の等級区分およびその額を改め、賃金日額四八〇円以上(従来は、二八〇円以上)を第
一級、四八〇円未満(従来は二八〇円未満)を第二級とし、保険料を第一級二六円(従来は二〇円)、
第二級二〇円(従来は一八円)としたこと。 

(2) 給付費に対する国庫負担率を一〇〇分の三〇から一〇〇分の三五に引き上げたこと。

(3) 療養の給付の期間がこれまで一年であつたのを二年に延長したこと。ちなみに健康保険は三年
である。

(4) 傷病手当金の支給期間がこれまで一四日であつたのを二二日に改め、支給日額を第一級三三〇
円(従来は二〇〇円)、第二級二四〇円(従来は一四〇円)としたこと。 

(5) 出産手当金の支給日額および分べん費、配偶者分べん費の額を引き上げたこと。

(6) 特別療養費の支給という制度を新設し、これまでは、被保険者になつて二か月間に二八日分以
上保険料を納めないと保険給付を受けられなかつたのを、被保険者になつた当初の約二か月間に限
り、被保険者およびその被扶養者の傷病について五割の医療給付を行なうことにしたこと。 
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第二部  各論
第五章  医療保険
第五節  船員保険

船員保険は、以上述べた各種医療保険と異なり、疾病給付だけでなく、年金給付、失業給付をも行なう
わが国唯一の総合保険であり、政府が管掌する。
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第二部  各論
第五章  医療保険
第五節  船員保険
一  適用状況

船員保険の適用状況は第五-二〇表のとおりであり、昭和三六年三月末現在で、前年同期に比べ船舶所有
者にして一二〇の増、被保険者数にして約九、七〇〇人の増となつている。

第5-20表 船員保険適用状況の推移
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第二部  各論
第五章  医療保険
第五節  船員保険
二  保険給付

疾病給付部門における昭和三五年度の給付費総額(決定額)は、第五-二一表のとおり四〇億一、九〇〇万
円で、前年度に比し、二億八、一〇〇万円、七五%の増となつている。このうち、医療給付費は、約二
四億九、七〇〇万円で、給付費総額の六二・一%を占めているが、他の医療保険に比べるとその比重が
軽く、傷病手当金が給付総額の約三五%と相対的に重い比重を占めているのが目だつ。失業保険部門
は、件数九万五、八一六件、支給総額二億八、一〇〇万円で、前年度に比し、件数にして約一万九、五
〇〇件、支給額にして約四、一〇〇万円の減となつている(年金部門については、第二章第二節参照)。

第5-21表 船員保険における疾病給付決定額の推移

船員保険の診療に関する指標は、第五-二二表から 第五-二四表までのとおりであり、受診率は、被保険
者、被扶養者とも入院が低下したほかは増加しており、一人当たり医療給付費および診療一件当たり金
額は、他の健康保険同様、漸増の傾向にある。

なお、疾病部門については、健康保険法の改正に対応して、分べん費、配偶者分べん費および育児手当
金について、前述の健康保険法の場合と同様の改善が行なわれた。

第5-22表 船員保険における受診率の推移(千人対)
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第5-23表 船員保険における被保険者および被扶養者1人当たり医療給付費の推移

第5-24表 船員保険における診療1件当たり金額の推移
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第二部  各論
第五章  医療保険
第五節  船員保険
三  保険財政

船員保険の財政は、事業主と被保険者が負担する保険料と国庫負担によつてまかなわれる。保険料算定
の基礎となる標準報酬月額の平均は、昭和三五年度末において、一万八、二七二円(漁船一万六、〇四二
円、その他二万一四二円)で、前年度末に比し二、〇五〇円、一二・六%の上昇を示している。保険料率
は、失業保険の適用者とそうでないものとで異り、その負担区分などは第五-二五表のとおりである。

第5-25表 船員保険における保険料率

なお、疾病部門における三五年度の被保険者一人当たり保険料は、一万九、二四八円であつた。

国庫負担は、事務費のほか、給付費に対して行なわれ、疾病部門については、三五年度一億円、三六年
度一億五、〇〇〇万円が計上されている。疾病部門の財政は、各種行政措置の強化などもあつて、最近
数年間は均衡が保たれている。
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第二部  各論
第五章  医療保険
第六節  医療費問題
一  概説

「医療費」とは、一般的には診療行為に対して支払われる費用を総称するものであるが、その中には、
社会保険によつて支払われるもの、生活保護法、結核予防法などに基づく公費負担医療の費用として支
払われるもの、患者が直接自分で負担するものなど各種のものが含まれている。このうち、社会保険に
よつて支払われる医療費は、「社会保険診療報酬」と呼ばれるものであるが、昭和三六年四月に医療の
国民皆保険体制が実現して、社会保険による医療が全国民をカバーするに至つたこと、生活保護など公
費負担の医療費は、法律上社会保険の例によつて支払われることになつていることなどを考慮すれば、
わが国の医療費の大部分は、上述の社会保険診療報酬によつて算定され支払われているということがで
きる。このような意味において、社会保険診療報酬の問題は、すなわちわが国医療費の問題であり、社
会保険診療報酬のいかんは、国民負担の観点からも、医業の再生産の観点からもきわめて重要な問題と
なるのである。

ところで、わが国における社会保険医療は、すでに三〇有余年の歴史を有し、その間、診療報酬の支払
制度、算定方法、報酬額などについてたびかさなる改変が加えられてきたが、現在の社会保険診療報酬
の額は、おのおのの診療行為について各診療行為間の均衡を考慮して定められる点数に単価を乗じて算
定するしくみ(いわゆる点数単価方式)になつており、この点数および単価は、厚生大臣がその諮問機関で
ある中央社会保険医療協議会の意見を聞いて定めることになつている。

最近における診療報酬の大幅な改訂は三三年に行なわれたが、それは点数表を改正して甲表、乙表の二
本立てとするとともに、単価を一律一〇円に改めたものであつた。しかしながら、その後各方面から、
甲、乙二表の二本化、診療報酬の額の引き上げ、点数表の手直しなどの要望が出され、特に三五年秋頃
から、諸般の情勢は医療費の改訂を急速に実現しなければならないような方向に進んだため、厚生省と
してもその必要性を率直に認め、さしあたり所要の財政措置をとるべく三六年度予算の折衝にのぞみ、
幾多の曲折を径て平均約一〇%の医療費引き上げに見合う予算を編成し、引き上げの具体的な方法につ
いては、後述のような事情から、事後的に中央社会保険医療協議会の審議による結論を尊重して決定す
ることとなつた。
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第二部  各論
第五章  医療保険
第六節  医療費問題
二  中央社会保険医療協議会の改組問題

中央社会保険医療協議会(以下「医療協」と略称する。)は、社会保険医療のにない手である療養担当者の
指導監督と診療報酬の問題について調査審議する厚生大臣の諮問機関であつて、その構成は、従来公益
代表ならびに関係団体の推せんによつて任命される保険者代表、被保険者および事業主代表、診療担当
者代表とからなる四者構成をとつており、委員は四者それぞれ六名からなつていた。ところで、医療協
の審議事項の中で中心をなすものは、いうまでもなく診療報酬の問題であるが、この問題は関係者の利
害に深く関係するものであるため、医療協はこれまでとかく激しい論争の場となつて円満な運営はでき
ず、昭和三四年六月以降事実上機能がまひするのやむなきに至つた。このため、かねてから懸案となつ
ていた結核医療にカナマイシンを採用する問題も、その緊急を要することについてだれ一人異存がなか
つたにもかかわらず、ながらく遷延を余儀なくされたことは周知のとおりであるが(ちなみに、この問題
は三五年一一月略式の審議方式をもつて医療協の手続きを完了した。)、今回医療費の引き上げを実施す
るにあたつて、その具体的方法を定めるために、医療協問題を早急に解決する必要に迫られたわけであ
る。

そこで厚生省としては、本問題の解決について各方面の納得が得られるような公正な結論をうるために
は、局外の権威ある中立的な機関によつて、過去の経緯にとらわれない公平な立場から検討してもらう
ことが適当であると判断し、三六年二月、内閣総理大臣の諮問機関である社会保障制度審議会に対し、
「社会保険等の適正な診療報酬を定めるため採るべき方途」について諮問を行なつた。

社会保障制度審議会は、その後一か月にわたり慎重審議を重ねた結果、大方の意見がまとまり、三月一
日厚生大臣に対して答申を行なつた。その内容の要点は、「なによりも先に、診療報酬問題を解決する
ために、内閣に、適正な診療報酬算定のルールを確立し、およびそのために必要な調査を行なう中立的
な機関として、医療報酬調査委員会を設け、.厚生大臣は、この委員会の結論に基づいて診療報酬の案を
定め、これを中央社会保険医療協議会に諮問し、その意見に基づいて決定することが適当」であると
し、医療協については、「その運営の円滑化を図るために、すみやかに改組して、保険者、被保険者、
事業主を代表する者数名、医師、歯科医師、薬剤師を代表する者数名および学識経験者数名によつて構
成」し、その審議内容については、「健康保険-等における適正な診療報酬額などに関する事項を審議
し、療養担当者の保険診療に対する指導監督に関する事項にはふれないこととする」というものであつ
た。

厚生省は、右の答申の線に沿つてただちに医療協改組法案の立案にかかり、その間与党側とも協議を重
ねた結果ようやく成案を得、四月一一日、臨時医療報酬調査会設置法案(本案については、総理府におい
て立案された。)とともに閣議決定をみ、五月一一日国会に提出の運びとなつた。当時における医療協改
組法案の内容はおおむね次のようなものであつた。

(1) 医療協は、診療報酬額およびこれと密接不可分の関係にある診療担当規則(保険医療機関などが
療養の給付を行なうについてよるべき準則)関係の事項を審議するものとし、指導に関する大綱は審
議事項からはずすこととした。 

(2) これまでの四者構成を三者構成に改め、診療報酬の受取側である療養担当者代表と支払側であ
る被保険者、事業主、保険者代表の委員数の比率が従来一対二であつたのを一対一になるように療
養担当者代表の委員数の割り振りを多くしたこと。 
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(3) 委員の推せん方式は従来どおりとしたこと。

(4) 従来の「-の利益を代表する委員」という表現を、社会保障制度審議会の答申の表現に従い「-を
代表する委員」に改めたこと。 

しかしながら、医師会および歯科医師会は右法案に対し、療養担当者代表委員の推せん団体は、日本医
師会、日本歯科医師会および日本薬剤師協会に限定して法律に明記すべきこと、公益委員の任命につい
ては、関係団体委員の同意によるべきことなどを主張してゆずらなかつたため、本法案の審議は進ま
ず、国会末期の混乱などの事情もあいまつて、ついに成立をみるに至らなかつた。このため、次項にお
いて述べるように、医療費の改訂、治療指針の改正など社会保険医療にとつて緊急に措置を必要とする
事項は、従前どおりの組織の医療協に図つて決められたのであるが、その後も医療協改組の必要性に
は、なんら変わるところがないので、一〇月一七日の閣議決定を経て一〇月一八日第三九回臨時国会に
ふたたび医療協改組法案が提出された。今回の法案の内容は、おおむね前回のものと同じであるが、次
のとおり若干の修正がなされていた。

(1) 委員の構成を健康保険、船員保険および国民健康保険の保険者ならびに被保険者事業主および
船舶所有者を代表する委員八人、医師、歯科医師および薬剤師を代表する委員八人、公益を代表す
る委員四人としたこと。 

(2) 地方社会保険医療協議会について、その所掌事務から療養担当者の保険診療に対する指導監督
に関する事項を除き、その組織を医療協とまつたく同様としたこと。 

本法案は、さらに、衆議院内閣委員会において次のように修正された後、一〇月三一日国会を通過成立
し、一一月一六日公布施行された。

すなわち、医療協の公益代表委員の任命にあたつては、両議院の同意が必要とされたこと、国会閉会
中、または衆議院解散中には、厚生大臣は、両議院の同意なしに任命できるが、この場合は、任命後最
初の国会で両議院の承認を得なければならず、承認が得られない場合は、ただちにその委員を罷免しな
ければならないとされたこと、および同委員について一定の事由がある場合には厚生大臣は、両議院の
同意を得て罷免できるとされたことである。

なお、臨時医療報酬調査会設置法案は関係各方面の調整がつかないため、第三九回国会には提出される
に至らなかつた。
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第六節  医療費問題
三  医療費の改訂

昭和三六年六月八日、第三八回通常国会に閉会とともに医療協改組案が廃案となることにより事態は一
変し、当初の意図に反して今次の医療費改訂問題を新しい医療協で審議することはできなくなつた。し
かも医療費の改訂が遷延できない事情にある以上、それは、従来の組織のままの医療協にはかつて決め
る以外に方法がなくなつたわけである。

このような経過を経て、六月二七日、欠員となつている医療協の委員一四名が任命され(日本医師会、日
本歯科医師会、日本薬剤師協会の三代表は参加しなかつた。)、同二八日医療協は二年ぶりに開催され
て、厚生大臣より「社会保険診療報酬の適正な改訂案について会の意見を求める」という諮問が行なわ
れたのである。以来、医療協は数次にわたつて開催されたが、七月七日深夜に至り、ようやく意見の一
致をみて全員一致の答申文を採決、同日厚生大臣に答申が行なわれた。

本答申は、そのはじめに、医療費の水準いかんは、医業再生産の面からも、国民負担の立場からもきわ
めて重要な問題であり、社会保障の健全な発達にも関係するところがはなはだ大きいにもかかわらず、
その基礎となる実体資料が不じゆうぶんであること、甲乙二表併存の現状は抜本的な再検討が必要であ
ることなどを述べているが、医療費改訂にかかる主要点は、おおむね次のとおりである。

(1) 改訂による医療費増加のわくを一二・五%とする。

(2) 単価一律値上げとあわせて点数合理化を併用する。

(3) 基本入院料、基準看護加算ならびに往診料をそれぞれ一八%から二〇%引き上げ、歯科補てつ関
係中有床義歯を五%程度引き上げる。 

(4) 調剤料を他との均衡をとつて引き上げる。

(5) 計算単位としての一〇円は従来のままとして点数を改訂する。

(6) 値上げは、保険者負担分については七月一日にさかのぼつて支払い、窓口徴収は告示以後とす
る。

右の答申をうけた厚生省は、これに基づいてすみやかに厚生省告示を行なうこととし、七月八日「健康
保険法の規定による療養に要する費用の額の算定方法の一部を改正する件(昭和三六年厚生省告示第二三
四号)が制定告示される運びとなり、三五年秋以来の医療貴問題は、一応終止符を打たれることになつた
のである。
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四  医療懇談会開催

七月八日の医療費改訂の告示で一応解決したかにみえた医療費問題は、右の告示を契機として新たな事
態を迎えることとなつた。すなわち、日本医師会など三団体は、三団体不参加のまま開かれた医療協の
答申に基づく今回の医療費改訂を不当としてその即時取り消しを要求するに至り、この反対は、八月一
日を期して保険医総辞退を行なうという声明にまで高まつていつたのである。

かくて事態は最悪の場面を迎えるに至つたが、政府、与党はあくまで総辞退回避の線で事態を収拾する
方針のもとに両医師会との話し合いを進めた結果、総辞退突入の前月、ようやく政府、与党、両医師会
の間に申し合わせが成立し、保険医の総辞退は回避されることとなつた。この申し合わせの内容は、三
者は、(1)医療保険制度の抜本的改正、(2)医学研究と教育の向上と国民福祉の結合、(3)医師と患者の人的
関係に基づく自由の確保、(4)自由経済社会における診療報酬制度の確立、という四点の実現に努力する
こととし、日本医師会側も厚生省に設けられる医療懇談会に白紙で参加して国民医療の画期的な改善、
医学文化の高揚と国民福祉の向上に貢献しようというものである。

右の申し合わせもあり、八月一五日、日本医師会側などを含む二〇名によつて構成される医療懇談会の
初会合が行なわれ、以来八回にわたつて隔意のない意見の交換が行なわれた結果、九月五日の懇談会に
おいて懇談会の了解事項が決定され、医療問題改善の方向が示されることとなつた。了解事項の骨子
は、およそ次のごときものである。

(1) 医学、薬学の進歩をすみやかに医療保険にとり入れ、国民医療の水準の向上を期するため、新
薬、新検査法、新療法については、これをできるだけすみやかに採用するとともに、治療指針など
の改正手続の簡素化と迅速化を図るため具体的方法を検討する。 

(2) 現行の医療保険制度は、制度としても、また、運営管理の面においても問題が多いので、さし
あたり国民健康保険の給付の改善、日雇労働者健康保険の検討、医療保険における事務の簡素化、
能率化などに努めるが、さらに制度間の不均衡の是正、総合調整など制度の改革をも積極的に検討
する。 

(3) 国民皆保険下、医療担当者の診療報酬については、医学医術の進歩に応ずるとともに、国民生
活水準の向上をも配慮して、今日の経済体制の下における適正な診療報酬の実現を期する。 

(4) 現在の医療保険における諸問題の解決には、医療制度の改善に関連するものもあるので、医療
制度についても検討を加えるほか、医療技術の向上と研究についても、一層の努力を期待する。 

その後政府においては、右の了解事項をできるかぎりすみやかに実施に移すこととし、まず医療内容の
改善向上を図るための措置がとられた。すなわち、先ごろより懸案となつていた高血圧、精神病、歯そ
う膿漏の治療指針について、九月一五日、これが制定および改正案について中央社会保険医療協議会の
答申を得たので、ただちにこれを実施に移すこととなつた。
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また、診療報酬についても、最近の経済事情の変動および各種医療機関の運営の実情にかんがみ、当面
是正を要する事項について所要の緊急是正措置を講ずることとし、九月末より一〇月はじめにかけて中
央医療協議会を開催し、その答申を得たが、これに基づき一一月一八日告示がなされ、一二月一日より
実施されることとなつた。
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